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都市環境委員会所管事務調査事項
「水のまちづくりについて」

調査概要（案）
（6月16日委員間協議をふまえて）

令和３年８月２3日



2

説明項目

１．現状及び課題認識

２．調査目的

３．調査内容（案）

4．調査スケジュール（案）



本市は、西部には高尾山や陣馬山などの山々が連なり、中央部
周辺には数多の丘陵に挟まれた沖積平野が位置するなど、変化
に富んだ地形を有している。
それらはすべて、悠久の時の中で、川や湧水などの水の流れが地
面を削り、形作ったものである。かつて我々の先人たちは、この地
の水で魚を採り、木を運び、作物を育てるなど、豊かな水の恩恵を
享受しながら、生活を営んできた。
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１．現状及び課題認識

【南浅川東横山橋付近】 【高月町の水田】

【昔の浅川での
野菜洗い】



近代の環境問題を受け、下水道等の都市基盤整備が進んだこ
とにより、市内河川の水質と安全性は大きく改善された。
一方で、都市化に伴う地下浸透機能低下による河川水量の減
少、湧水の枯渇、市民の生活スタイルや志向の変化等により、現代
人は水辺に親しむ機会を失ってしまっている。
また、地球温暖化の進行による天候の変化により、水にまつわる
災害の増加も懸念されている。
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１．現状及び課題認識

【山田川下中田橋付近】 【令和元年東日本台風時の浅川大橋地点】



２．調査目的

本市の財産ともいうべき豊かな水の活かし方について、

現状を把握するとともに、水環境の保全や防災、地域振

興、教育など、様々な角度から調査・研究を行い、市民が

水のある空間を楽しめるような施策展開をハード・ソフト

の両面から図ることで、本市独自の魅力を活かした、持

続可能なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
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【調査における３つの視点】

①水環境の現状分析

②水辺の保全・活用・創出の推進

③市民協働による「水のまちづくり」の実現
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• 市内では、自然環境の多様性や親水性に配慮した「多自然川
づくり」や「湧水の水辺づくり」が実施され、成果を挙げている。

• 一方で、治水上や管理上、用地等の制約から、従来型の施設整
備が行われている箇所も多く、市民ニーズに対応しきれていな
い箇所も多くある。

• 河川・湧水など水辺の整備状況や水質、自然環境、市民の利用
状況など、本市の水環境の現状について、調査・分析が必要。

①水環境の調査・分析
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北浅川（上恩方町）

陵南公園（長房町）

谷地川（加住町）

山田川（子安町）



榎池の湧水（叶谷町）

②水辺の保全・活用・創出の推進
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• 本市は恵まれた水環境を有しており、多自然化や親水整備もあ
る程度進んでいるが、今後は市民の利用ニーズを満たすような
水辺空間の整備が必要。

• また、民間事業者等と連携し、市産業の活性化と発展に資する
ような水辺の活用と創出を、より積極的に行っていくべきである。

多賀公園のテラス
（元本郷町）

高尾山口駅前の河川整備
（高尾町）

大栗川（堀之内）



③市民協働による「水のまちづくり」の実現

• 水辺空間の保全・活用の推進には、行政だけではなく、地域の
理解のもと、市民や民間事業者の主体的な参画が必要である。

• また、水質の維持・向上や、生物多様性の確保において、市民
が日常生活を営む中での理解と協力が不可欠である。

• 「水のまちづくり」の実現に向けた、市民・行政及び市議会の連
携方策について、具体的な検討が必要。

浅川河川敷（元本郷町） 宮嶽池（堀之内）

浅川（元本郷町） 浅川（元本郷町） 9



３．調査内容（案）

（１）現状調査・現地踏査

（２）先行事例の調査・研究

（３）「水のまちづくり」将来像の検討・モデル事業の設定

（４）実現に向けた市民・行政及び市議会の連携方策

（５）「水のまちづくり」実現に向けた施策提言
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４．調査スケジュール（案）
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• 国は、自然豊かで貴重な公共空間である河川敷地について、

治水・利水・環境に支障が生じないように配慮しつつ、快適に

賑わいのある水辺空間の創出を推進している。

• 河川敷地の占用は、原則として市町村等に限定されているが、

地域の合意を前提に、特例として民間企業や地域住民、行政か

らなる協議会等にも、営利目的の占用を許可している。（「河川

空間のオープン化」や「ミズベリング」など）

• また、「かわまちづくり支援制度」

により、協議会等による「かわまち

づくり計画」の策定や、それに基づく

河川空間の活用を支援している。

【参考】国や先進自治体での動向等
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地域住民

NPO法人等

民間企業

行政（市）

河川管理者（国・都）

協議会

占用を申請 （営利も含め）許可



【参考】先行事例の調査・研究
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【広島県広島市】

概
要

・地先利用型オープンカフェ

川沿いの民有地において
カフェ等を営む民間事業者
が、各店舗に隣接する地先
の河川緑地を利用して、一
体的なオープンカフェを実施。
・独立店舗型オープンカフェ

河川空間（河岸緑地）に民
間事業者が営業する飲食店
舗を常設。

占
用
者

水の都ひろしま推進協議会

占
用
施
設

広場、オープンカフェ等

河
川
管
理
者

広島県

事業名：水辺のオープンカフェ



【参考】先行事例の調査・研究
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【埼玉県春日部市】

概
要

賑わい空間として水辺再生
事業で整備した「親水テラ
ス」に定期的に商店会等が
出店。水辺カフェ、朝市、ダ
ンスフェス、コンサートなど訪
問者を飽きさせない新たな
親水空間を創出。

占
用
者

大落古利根川河川広場利用
調整協議会

占
用
施
設

広場、イベント施設、遊歩道、
船着場、飲食店、売店、オー
プンカフェ、広告版、照明、
音響施設等

河
川
管
理
者

埼玉県

事業名：大落古（おおおとしふる）利根川河川広場



【参考】先行事例の調査・研究

15

【埼玉県ときがわ町】

概
要

賑わい空間として水辺再生
事業で整備した河川敷地に、
車両の乗り入れが可能な
バーベキュー場を新規に
オープン。「NPO法人たまが
わ」が運営。

占
用
者

ときがわ町川の広場河川利
用調整協議会

占
用
施
設

広場、バーベキュー場、売店
等

河
川
管
理
者

埼玉県

事業名：ときがわ町「川の広場」



【参考】先行事例の調査・研究
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【静岡県沼津市】

概
要

狩野川のロケーションを活か
してお洒落な空間を演出し、
水辺空間で雰囲気を楽しん
だり、緩やかな時間を過ごし
たりできるようにすることによ
り、賑わいと憩いの場を創出
する。

占
用
者

沼津上土町周辺狩野川河川
空間利用調整協議会

占
用
施
設

広場、オープンカフェ、売店、
イベント施設、照明・音響施
設等

河
川
管
理
者

国土交通省中部地方整備局

事業名：かのがわ風のテラス



【参考】先行事例の調査・研究
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【埼玉県飯能市】

概
要

社会実験的に地元自治会が
運営してきたバーベキュー
場に新たなサービス（ゴミの
受入れ等）を加えリニューア
ル。引き続き地元河又自治
会が運営。

占
用
者

名栗弁天河原河川広場利用
調整協議会

占
用
施
設

広場、バーベキュー場、売店
等

河
川
管
理
者

埼玉県

事業名：飯能市「弁天河原河川広場」



【参考】本市の水辺空間（自然河川）
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北浅川上流（上恩方町） 浅川渓谷 北浅川中流（上壱分方町）

南浅川（東横山橋） 浅川（鶴巻橋）



【参考】本市の水辺空間（浅川河川敷）
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市役所前 浅川橋下流

浅川大橋下流 大和田橋上流



【参考】本市の水辺空間（南浅川河川敷）
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北・南浅川合流点のテラス（多賀公園） 第34回全国都市緑化はちおうじフェア時の利用状況（H29）

陵南公園前 第34回全国都市緑化はちおうじフェア時の利用状況（H29）



【参考】本市の水辺空間（河川の親水空間）
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川口川

大栗川 谷地川

城山川



【参考】本市の水辺空間（公園・緑地の水辺）

22六本杉公園（子安町）

長池公園（別所） 清水公園（犬目町）

宇津貫緑地（宇津貫町）



【参考】本市の水辺空間（まちなかの水路・湧水）
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子安町の親水湧水路

元八王子東小前の親水水路

叶谷榎池（叶谷町）

真覚寺（散田町）



【参考】本市の水辺空間（農と水の風景）
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苗植え前の田んぼ（高月町） 農業用水路（高月町）

農業用水路（高月町） 稲刈り前の田んぼ（高月町）


